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＊厚生労働省
・平成24年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料（7月30日）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/kaigi/120726.html
・子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第８次報告の概要）及び児童虐待相談対応件数等

（7月26日）
１　子ども虐待による死亡事例等の検証結果（別添１）
　 児童虐待防止法に基づき、虐待による死亡事例等の検証を「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で実施。この度第８次報告を公表。
　 対象は平成22年４月１日から平成23年３月31日までの子どもの虐待死事例。
（１）対象期間に発生又は表面化した
　　　　心中以外の虐待死事例は　45例（51人）　（21年度：47例（49人））
　　　　心中による虐待死事例は　 37例（47人）　（21年度：30例（39人））
（２）心中以外の虐待死事例で死亡した子どもの年齢は、０歳が23人（45.1%）と最も多く、３歳以下が43人と８割超を占めている。
（３）地方公共団体と国への提言のうち主なものは、
　　　・虐待の発生・深刻化予防のための医療機関等の関係機関と連携・協働した支援の充実
　　　・児童相談所と市町村における体制整備と専門性の確保 

２　平成23年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数（別添２）

　 平成23年度中に、全国206か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は59,862件（速報値）で、これまでで最多の件数となっている。 

３　親権に係る制度見直しの施行状況（平成24年４月～６月）（別添３）

　 平成24年４月から、改正民法・児童福祉法が施行され、親権停止制度が創設されたほか、法人又は複数人の未成年後見人が選任できるようになった。
　 平成24年４月～６月に全国の児童相談所長が行った家庭裁判所に対する親権停止の審判の申立ての実績は、６自治体で７事例。法人又は複数人の未成年後見人の選任申立ての実績は無かった

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fxos.html
≪添付資料≫

・子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第8次報告）の概要（別添１）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fxos-att/2r9852000002fxqi.pdf
・児童相談所での児童虐待相談対応件数（別添２）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fxos-att/2r9852000002fy23.pdf
・親権に係る制度見直しの施行状況について（平成24年4月～6月）（別添３）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fxos-att/2r9852000002fy1w.pdf
・平成23年　国民生活基礎調査の概況（7月31日）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa11/index.html
＊文部科学省
　すべての学校・教育委員会関係者の皆様へ［文部科学大臣談話］ （7月13日）
　いじめが背景事情として認められる生徒の自殺事案が発生していることは大変遺憾です。子どもの生命を守り、このような痛ましい事案が二度と発生することのないよう、学校・教育委員会・国などの教育関係者が担うべき責務をいまいちど確認したいと思います。

　いじめは決して許されないことですが、どの学校でもどの子どもにも起こりうるものであり、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応しなければなりません。文部科学省からの通知等の趣旨をよく理解のうえ、平素より、万が一の緊急時の対応に備えてください。

　学校においては、日常において決していじめの兆候を見逃すことなく、いじめを把握したときは抱え込まずにすみやかに市町村教育委員会に報告してください。

　報告を受けた市町村教育委員会は、当事者としての責任をもって、学校とともに迅速かつ適切な対応を行ってください。

　また、児童生徒等の生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事態に至るおそれがあると認めるときは、そのような事態に至る前に、すみやかに関係者で連携することが必要です。都道府県教育委員会は、学校や市町村教育委員会を可能な限り支援してください。文部科学省も積極的に支援いたしますので、市町村教育委員会、都道府県教育委員会はすみやかに文部科学省へ状況を報告してください。

　子どもの生命は非常に大切であり、守らなければなりません。このため、学校、教育委員会、国などの関係者が一丸となって取組んでいきたいと考えています。

文部科学大臣　平野 

http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1323548.htm
＊内閣府男女共同参画局

・「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策 ～性犯罪への対策の推進～（7月25日）
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/houkoku/index_hbo07.html
＊警察庁

・犯罪統計資料（平成24年1月～6月）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001040223&cycode=0
＊朝日新聞
・いじめ実態調査、全国で実施へ　文科相が方針（7月20日）
　大津市の男子中学生が自殺した問題で、平野博文文部科学相は２０日の閣議後会見で、全国の小中学校を対象にいじめの実態調査をする方針を明らかにした。

　８月末をめどに、全ての公立校にいじめの有無を聞き、いじめがある場合は内容を報告させるアンケートを実施する考え。私立校を含めるかや、調査項目の詳細は今後検討するという。

　同省が設置している２４時間いじめ相談ダイヤル（０５７０・０・７８３１０）の相談件数は、大津市の問題が報道された今月４日以降は２倍以上に増加。平野文科相は「潜在化していた部分が表面に出てきた。いじめの早期発見、早期対応の前提となる実態把握が本当にできていたのか、素直に反省したい」と述べた。

・シリーズ　いじめている君へ

《いじめている君へ》細山貴嶺さん（7月21日）
■その胸の内　話してみて

　僕は１７歳。高校３年生です。小学生のときに死のうとしたことがあります。

　水泳の授業の後、更衣室で制服のネクタイを自分の首に巻き、両端をぐっと引きました。息が苦しくなり、天井がゆらゆら揺れ、両親の顔が浮かびました。泣いていた気がします。

　結局、死ねなかった。後で冷静になって「死ななくてよかった」と思いつつ、同時に「苦しみは続くんだ」と落ち込みました。

　幼稚園から中学までずっといじめられました。「デブなお坊ちゃま」というキャラクターでテレビに出たことも、気にくわなかったみたい。「臭（くせ）えよ、ブタ。近寄んな」って殴られる。

　誰も助けてくれない。僕は本当に無価値なんだと信じていました。深夜、教室でパンツを脱がされてうずくまった自分の姿をわっと思いだす。心臓がばくばくして、涙が出て。親に隠れて包丁を握り、ぼーっと考え込む。死はずっと僕のそばにあったのです。

　いじめている君に、いじめられる側のそんな気持ちを考えてみてほしい。

　僕は「死ね」という言葉に敏感です。「殺す」には相手に対する積極的な感情がある。「死ね」にはそれすらない。「勝手に消えろ」「価値がない」と。君は軽く使っているだろうけど、それでどんなに傷つくか。

　１年前、かつて僕をいじめた相手に尋ねました。「なぜ僕をいじめたの？」。答えは「俺、いじめてないじゃん」でした。この温度差は何なんだろう。

　君も「いじめじゃなくてイジリ」と言うかな。僕は、君がなぜ人をいじめるのかを知りたい。本当は君も何かに苦しんでいるんじゃないだろうか。そうなら、いじめという形で発散せず、誰かに胸の内を話してみてほしい。僕は、君にも救われてほしいんです。（ほそやま・たかね＝タレント）

・児童虐待６万件に迫る　１１年度、１０年前の２．６倍に（7月26日）

全国の児童相談所（児相）が２０１１年度に対応した児童虐待は、前年度より約３５００件多い５万９８６２件だった。統計をとり始めた１９９０年度以降、２１年連続で過去最多を更新。１０年前の２．６倍に増えた。また、１０年度に虐待で亡くなった子どもは、前年度より１０人多い９８人（このうち心中は４７人）にのぼった。厚生労働省が２６日に速報値を公表した。
　児童虐待の件数は、児相が住民などから通報や相談を受け、親への面接指導などの対応をした件数。厚労省は、虐待自体が増えている可能性に加え、住民や関係機関の意識が高まり、通報も増えたとみて[image: image1.jpg]2E DR EIEFN REESOEHRE
COHBUI R
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いる。都道府県別では大阪府（８９００件）、神奈川県（７２９６件）、東京都（４５５９件）が多かった。

　また、４月からの新制度に基づき、児相が虐待を防ぐために親権の一時停止を家庭裁判所に申し立てたのは、親が子どもの治療を怠ったケースなど、６月末までに７例あった。

　一方、厚労省の専門委員会が１０年度の虐待死を検証したところ、心中以外の虐待で亡くなった５１人のうち、４５％が０歳児、８４％が３歳以下だった。主な加害者は実母が５９％で最も多く、実父は１４％。また、首を絞めるなどの身体的虐待（６３％）や、自宅に放置されて餓死するなどのネグレクト（２８％）が目立った。

　０歳児の死亡例を中心に、母親に「望まない妊娠」「１０代での妊娠」「妊婦健診を受けていない」といった傾向も見られた。専門委員会は再発防止策として、望まない妊娠をした女性向けの相談窓口の拡充や、自分でどうしても育てられない場合には里親や養子縁組の制度があることを周知するよう地方自治体などに求めた。また、職員の人手不足や、頻繁な人事異動で専門性が育ちにくいといった児相の課題も指摘し、「量」と「質」の改善を提言した。（長富由希子）

・「子ども安全対策支援室」１日発足　文科省いじめ対策（7月31日）
　いじめ問題に対応するために文部科学省が省内に設置する支援チームについて、平野博文・文科相は３１日の閣議後の記者会見で、名称を「子ども安全対策支援室」とし、８月１日に発足させると発表した。

　２１人体制で、室長は官房長が務める。警察庁職員２人と、国立教育政策研究所でいじめ対策を専門とする研究者もメンバーに入る予定。

　支援室は、いじめによる自殺のほか、自然災害や凶悪犯罪など、子どもの命と安全にかかわる重大な事態が起きた場合に、学校や教育委員会に職員を派遣するなどして支援する。いじめが原因かどうか分からない自殺や、自殺が起きる可能性がある場合でも、必要があれば対応するという。

　平野文科相は併せて、いじめ問題への総合的な取り組み方針を８月中に策定する方針も示した。

http://www.asahi.com/politics/update/0731/TKY201207310264.html
＊読売新聞

・社説　児童虐待　通報を生かす態勢の拡充急げ（7月29日）
虐待されている乳幼児を救うには、児童相談所（児相）や地域が協力して、異変を早く発見することが重要だ。

　厚生労働省が２０１１年度に全国の児相で対応した虐待の通報や相談件数をまとめた。前年度を約３５００件上回る、５万９８６２件に達し、過去最多を２１年連続で更新した。

　要因には、虐待防止に向けて、社会の通報意識が高まっていることもあるだろう。

　今月２５日、兵庫県で１歳の長女を虐待していた両親が逮捕され、子供は保護された。きっかけは、親子が訪れた店に居合わせた客が女児の顔のあざを不審に思い、警察に知らせたことだった。

　こうした行動を、いらぬおせっかいと考えてEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ちゅうちょ),躊躇)してはならない。児童虐待防止法は関係機関への通告を義務づけている。

　問題は、社会の関心の高まりをきちんと生かせるかどうかだ。

　併せて公表された１０年度の虐待事例の分析によると、５１人の子が虐待を受けて死亡し、うち７例は児相が情報をつかんでいた。

　最近も、今月９日に埼玉県で５歳男児が母親と内縁の夫に暴行され、死亡している。

　児相は虐待を把握しており、一時保護もしたが、虐待の心配が少なくなったとみて、親元に帰していた。結果的には児相の判断ミスと言えよう。教訓を今後の対応に生かさねばならない。

　児相が抱える構造的な問題が人員不足である。通報や相談件数はこの１０年で２・６倍にもなっているのに、児童福祉司の増員は１・６倍にとどまっている。

　初期の通報や相談に対応できる人員をまず確保しなければ、深刻な事案にはなおのこと十分に対応できまい。都道府県や政令市は、職員の配置を見直し、態勢を拡充することが急務だ。

　虐待による死亡例の８割が３歳以下に集中している。「望まない妊娠」で子を産んだ若い親が虐待するケースが目立つ。産婦人科など医療機関も連携を深め、虐待の予防に取り組んでもらいたい。

　「親権」を盾に児相などの介入を拒む親もいる。

　これに対し、児童相談所長などの申し立てがあれば、家庭裁判所が期限付きで親権を停止できる法的制度が今年４月からスタートした。ある程度の時間をおいて、虐待する親の更生を図るものだ。

　４～６月の３か月だけで、児童相談所長から７件の申し立てが出ている。親子関係の再建につなげる方策として活用したい。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120729-OYT1T00103.htm
＊毎日新聞

・親権停止:初の本人申し立て…虐待防止、春に改正法施行(7月23日)
　児童虐待に対応するため、親権を最長２年間停止できるようにした改正民法の４月施行後、家庭裁判所への親権停止の申し立てが首都圏や関西を中心に３０件以上相次ぎ、このうち児童相談所（児相）所長が申し立てた６件中３件で本決定、２件で仮処分が出たことが分かった。これとは別に、親からの虐待で保護された未成年者が自ら申し立て、仮処分が認められたケースも１件あった。改正法に基づく「本人申し立て」による仮処分の初ケースとみられる。【野倉恵】

　４７都道府県と２０政令指定７都市、２中核市にある児相や自治体担当者から聞き取るとともに、都市部の一部家裁から回答を得た。申立人の多くは親族とみられるが、中部地方の家裁には２０歳前の女性が６月中旬、代理人の弁護士を通して本人が申し立て、９日後に仮処分が出ていた。

　女性は母親の再婚相手である義父から性虐待を受け、中学生の時に児童養護施設に保護された。母親に訴えても放置され、ネグレクト（養育放棄）されたとの記憶から保護後も自傷行為を繰り返した。

http://mainichi.jp/select/news/20120723k0000m040114000c.html
・虐待死、３歳以下が８割…相談所対応は６万件に(7月26日)

全　国の児童相談所が２０１１年度に、児童虐待の相談・通報を受けて対応した件数は、前年度より３４７８件多い５万９８６２件（速報値）で、過去最多を更新したことが２６日、厚生労働省のまとめでわかった。

　また、１０年度に虐待で死亡した児童のうち、３歳以下の割合が８４・３％に上り、過去最高となった。同省は乳幼児の虐待死を防ぐため、妊娠や出産の相談窓口の設置を都道府県に呼びかけている。

　相談・通報件数は、大阪府が８９００件と最も多く、神奈川県７２９６件、東京都４５５９件が続く。通報件数は統計を取り始めた１９９０年度から一貫して増えており、同省では「関係機関の連携が進み、虐待に対する社会的な関心の高まりを反映している」とする

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120726-OYT1T00731.htm
・児童虐待:昨年度、過去最多の５万９８６２件　増加率は鈍化　児相の現場、過酷な現状（7月26日）

　厚生労働省は２６日、全国の２０６児童相談所（児相）が１１年度に対応した児童虐待（１８歳未満）の件数が前年度比５・７％増の５万９８６２件（速報値）となり、過去最多を更新したと発表した。増加率が速報値ベースで２８・１％に達した前年度に比べると増え方は鈍化しており、同省は「警察などとの連携が奏功した自治体もある」と分析している。

　都道府県と政令指定都市・中核市別では、大阪府（大阪市、堺市除く）が５７１１件で最多。東京都が４５５９件で続いた。前年度からの増加率が高かったのは▽新潟市（１・５２倍、５６３件）▽相模原市（１・３７倍、７７８件）▽名古屋市（１・３６倍、１１２９件）など。東日本大震災と福島第１原発事故の影響で、前年度は集計から除かれた福島県は２５９件だった。

　虐待する恐れのある家庭への児相の強制立ち入り調査（臨検）は１１年度は１件、対象児童２人（１０年度は２件２人）だけ。親がきょうだいの登校を長期間禁止し、学校や児相が繰り返し訪問しても接触できなかったケースだった。強制立ち入りに先立つ「出頭要求」は２６件３５人と前年度（５０件７２人）からほぼ半減した。

http://mainichi.jp/area/news/20120726ddg041100012000c.html
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